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　昨年５月に入社して、９ヶ月（３月
現在）が経ち仕事にもやっと慣れてき
ました。今は浄化槽の清掃を主体に担
当しています。試行錯誤しながらも充
実した日々を過ごしています。弊社の
業務は色々とあるので、常に向上心を
持って色んな事にチャレンジし、お客
様により良いサービスを提供出来るよ
うに日々精進してまいりますので、今
後とも宜しくお願い致します。

氏名 : 薗田　武志
　　　　(そのだ　たけし )
血液型：Ｏ型　
年　齢：４２歳
在　籍：収運課
居住地：石谷町
趣　味：映画鑑賞
特　技：球技全般

　浄化槽の維持管理（点検や清掃）を実施する中で、浄化槽の修理が必要な事
象（変形・亀裂・破損・腐食）を発見することがあります。その際は緊急度に
応じて担当管理士がお客様へ補修工事や修繕の提案をしております。弊社では
1年間に約 30 件ほど補修工事を実施しており、最も多い症状が「漏水」、次に
ろ材浮上・落下、担体の流失や移動などがあります。その他にも「仕切り板破損」
などもあります。2つ以上の症状が複合的に発生している難解な事象や、浄化
槽の入替（更新）工事を提案する場合もあります。
　実際の補修工事は弊社の専門作業員が作業致しますので修理後は安心して御
使用ください。

●漏水：浄化槽のタンク本体に亀裂が入ってしまった場合
　亀裂の箇所によっては、槽内の水が土中に漏れ出てしまい、放置して
おくと地盤が緩んだり、地下水汚染したりと障害が発現してきます。
亀裂箇所を FRP（繊維強化プラスチック）という素材で補修します。

●ろ材浮上・落下：ろ材の浮上や落下がある場合
　ろ材（汚れをろ過するための部品でフィルターのような物）を槽内に
固定している部品の破損により、ろ材が流出してしまう不良です。
　放置しておくと水質悪化・詰まりの原因になる可能性があります。ろ
材を固定している部分を補修し、ろ材を元の位置に戻します。
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殆どの補修工事が浄化
槽清掃日に合わせて行
われます。作業員が中
に入り入念に槽内を洗
浄し亀裂や破損箇所を
特定していきます。そ
の為に槽内の様々な部
材を槽外へ取り出して
狭い空間で慎重に作業
を進めて行きます。

青が正常水位

Before After
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お車でお越しのお客様へ駐車場のご案内お知ら
せ

お知ら
せ

・弊社駐車場は、写真１に表示されている、
①と②の２ヶ所になります。専用駐車場以
外への駐車は一切ご遠慮ください。（路上駐
車をされますと、歩行者妨害や交通事故の
原因にも繋がり危険です。）
・駐車場では、白線内に駐車くださいます
ようお願いします。白線外への駐車は、他車
の迷惑となりますのでご遠慮ください。
・お身体の不自由な方は赤色で塗潰した部
分もご利用いただけます。
※時間帯によって交通量が多くなります。
出入りの際にはご注意ください。

①②

①

②

①～⑬までの写真は浄化槽底部の亀裂と槽と槽の継ぎ目及び仕切り板の補修工事の様子です。
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マスク着用も緩和され個人の判断となり、いよいよコロナも５類相当になる見込みです。まだ暫くは公私ともに影
響は残りそうですが、その時々で最善の方法で一生懸命取り組んでいきたいところです。ファイト！！

編集後記

［受付時間］平日８：３０～１７：００まで
※営業時間外は留守番電話での対応となりますので「お名前・電話番号」を確実にお伝えください。また、メールでの問合せはいつでも可能です。

０９９－２７３－２５２８
［URL］http://yoshikou-k.co.jp　　［Mail］info@yoshikou-k.co.jp

【お願い】浄化槽のお客様へお願いです。引越しや建物の解体を予定されている方はお早目に弊社まで
ご連絡ください。行政への報告・届け出の提出も必要です。
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自転車に乗る時はヘルメットを
着用しましょう
　改正道路交通法の施行により、令和 5 年 4 月 1
日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化
されます。

自転車死亡事故の約 7 割が頭部に致命傷を負っ
ています
　ヘルメットの着用状況による致死率でみると、着
用していない場合の致死率は、着用している場合と
比較すると約 2.3 倍も高くなっています。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重
要です。

（注記 1）平成 29 年から令和 3 年までの東京都内に
おける自転車乗用中死者の損傷部位の割合

　
　交通事故による被害を軽減するために、子供にヘ
ルメットを着用させることはもちろん、大人もヘル
メットの着用に努めましょう。

※警視庁HPより　
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/me
nu/helmet.html

知ったかぶい生活情報 自転車事故が社会問題となっています。４月から自転車
生活を始めるという人も多いはず。自転車事故で困らな
いための対処などをお伝えします。

「自転車保険は入っておくべき！？」
　私の次女も４月から自転車通学となります。そ
れに向けて３月初めに自転車の購入と保険への加
入も済ませました。個人的にも自転車に乗る機会

があるため２年前から自転
車保険に加入しています。
もしもの時に自分や家族の
補償もですが、加害者になっ
た際の補償も重要と考えて
います。

自転車保険の主な補償内容は以下の通りです
・自転車に乗っているときのケガの補償（歩行中
自転車はねられたときのケガも補償する）
・自転車に乗っているときの損害賠償事故補償（対
人賠償・対物賠償）
　
　当たり前のことですが、保険はあくまで事故が
おきたときの最後の手段で、 あくまで民事上の損害
賠償に備えることができるだけです。刑事上の責
任が問われれば失うものははかり知れません。左
右の安全確認や一時停止、
徐行など自転車の安全運転
を心がけること、事故を未
然に防ぐことがまず大切で
す。
因みに、４７都道府県中　
３９の都道府県で義務化または努力義務とされて
いるそうです。

クローバー　コラム　〔番外編〕
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自転車乗用中死者の損傷主部位比較 ヘルメット着用状況別の致死率
（東京都内　平成 29年～令和 3年中） （東京都内　平成 29年～令和 3年中）
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